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九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１９日

 
個人情報ファイルの名称 軽自動車検査情報市区町村提供システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の申告に関する事務

 

記録項目

重課判定、軽課判定、抹消状態表示文字、車両番号、交付年月日、用途、自家用･事業用の別、車体の形

状、車台番号、乗車定員、最大積載量、車両重量、車両総重量、長さ、幅、高さ、車名、型式、原動機の

型式、燃料の種類、総排気量又は定格出力、前軸垂、後軸垂、型式指定番号、類別区分番号、使用者氏名

又は名称、使用者住所、所有者氏名又は名称、所有者住所、使用の本拠の位置、有効期間の満了する日、

町字コード、申請年月日、型式ＩＤ文字、排出ガス適合コード、燃費達成コード（Ｈ２２基準）、燃費値

(JC08)、燃費達成コード（JC08）（Ｈ２７基準）、（Ｒ２基準）、燃費値(WLTC)、燃費達成コード（WLTC）（Ｈ

２７基準）、（Ｒ２基準）、車体の形状コードの用途、その他検査事項等１、その他検査事項等２、その他

検査事項等３、その他検査事項等４、その他検査事項等５、業務種別

 記録範囲 軽自動車納税義務者

 
記録情報の収集方法 本人、代理人

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 なし

 
開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１９日

 
個人情報ファイルの名称 軽自動車税システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の申告に関する事務

 

記録項目

納税義務者、所有者及び使用者の「ふりがな、生年月日、性別、旧自治体、地区、行政区、班、宛名番号、

世帯番号」、車種、標識番号、課税区分、減免区分、車名、車台番号、形式認定番号、型式、原動機型式、

年式、排気量、定置場所、初度検査年月、燃料の種類、軽課重課区分、リース区分、米軍区分、名義異動

出力、取得年月日、取得事由、廃車年月日、廃車事由、算定団体、異動年月日、異動事由、プレート状態、

代納者、調定状況（調定年、年度分、通知書番号、税額）、車両履歴状況

 
記録範囲 軽自動車税納税義務者、所有者、使用者

 
記録情報の収集方法

本人、代理人、軽自動車税検査情報市区町村提供システム（軽

自動車税申告情報）、軽 OSS 連携システム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 なし

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１９日

 
個人情報ファイルの名称 軽自動車税システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の徴収に関する事務 

 

記録項目

納税義務者、所有者及び使用者の「ふりがな、生年月日、性別、旧自治体、地区、行政区、班、宛名番号、

世帯番号」、車種、標識番号、課税区分、減免区分、車名、車台番号、形式認定番号、型式、原動機型式、

年式、排気量、定置場所、初度検査年月、燃料の種類、軽課重課区分、リース区分、米軍区分、名義異動

出力、取得年月日、取得事由、廃車年月日、廃車事由、算定団体、異動年月日、異動事由、プレート状態、

代納者、調定状況（調定年、年度分、通知書番号、税額）、車両履歴状況

 
記録範囲 軽自動車税納税義務者

 
記録情報の収集方法 収納消込システム、出納室

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 なし

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１９日

 
個人情報ファイルの名称 軽自動車税システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の賦課に関する事務

 

記録項目

納税義務者、所有者及び使用者の「ふりがな、生年月日、性別、旧自治体、地区、行政区、班、宛名番号、

世帯番号」、車種、標識番号、課税区分、減免区分、車名、車台番号、形式認定番号、型式、原動機型式、

年式、排気量、定置場所、初度検査年月、燃料の種類、軽課重課区分、リース区分、米軍区分、名義異動

出力、取得年月日、取得事由、廃車年月日、廃車事由、算定団体、異動年月日、異動事由、プレート状態、

代納者、調定状況（調定年、年度分、通知書番号、税額）、車両履歴状況

 
記録範囲 軽自動車税納税義務者、所有者、使用者

 
記録情報の収集方法

本人、代理人、軽自動車税検査情報市区町村提供システム（軽

自動車税申告情報）、軽 OSS 連携システム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 なし

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月３１日

 
個人情報ファイルの名称 固定資産税システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 固定資産の賦課徴収に関する事務

 

記録項目

氏名、住所、地番、税額、義務者、管理人、地目、筆棟数、

地積・床面積、評価額、物件、所在地、所在地地番、登記地

目／構造、課税地目／種類、登記地積／床面積、課税地積／

床面積、評価額、課税標準額、家屋番号

 
記録範囲 賦課徴収者

 
記録情報の収集方法 本人、代理人、法務局、関係官庁

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 －

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月３１日

 
個人情報ファイルの名称 固定資産税土地・家屋課税台帳兼名寄帳

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 土地台帳・家屋台帳及び償却資産台帳整理事務

 

記録項目

義務者、管理人、地目、筆棟数、地積・床面積、評価額、物

件、所在地、所在地地番、登記地目／構造、課税地目／種類、

登記地積／床面積、課税地積／床面積、評価額、課税標準額、

家屋番号

 
記録範囲 固定資産納税義務者

 
記録情報の収集方法 本人、代理人、法務局、関係官庁

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 なし

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月３１日

 
個人情報ファイルの名称 口座関連システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の徴収に関する事務

 

記録項目

氏名、ふりがな、性別、住所、旧自治体、地区、行政区、班、

宛名番号、世帯番号、科目、振替/振込、申請団体、金融機関

コード、口座番号、口座名義人カナ、金融機関名称、申請日、

開始日、処理日、廃止日

 
記録範囲 軽自動車税口座振替対象者

 
記録情報の収集方法 金融機関

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・共通係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１３日

 
個人情報ファイルの名称 口座関連システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 口座振替登録事務

 

記録項目

氏名、ふりがな、性別、住所、旧自治体、地区、行政区、班、

宛名番号、世帯番号、科目、振替/振込、申請団体、金融機関

コード、口座番号、口座名義人カナ、金融機関名称、申請日、

開始日、処理日、廃止日

 
記録範囲 本人、代理人、家族

 
記録情報の収集方法 金融機関

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 －

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月３１日

 
個人情報ファイルの名称 口座関連システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 固定資産の賦課徴収に関する事務

 

記録項目

氏名、ふりがな、性別、住所、旧自治体、地区、行政区、班、

宛名番号、世帯番号、科目、振替/振込、申請団体、金融機関

コード、口座番号、口座名義人カナ、金融機関名称、申請日、

開始日、処理日、廃止日

 
記録範囲 固定資産税口座振替対象者

 
記録情報の収集方法 金融機関

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１３日

 
個人情報ファイルの名称 国民健康保険税資格システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税賦課に関する事務

 

記録項目

世帯主、続柄、住所、かな氏名、氏名、性別、生年月日、旧自

治体、行政区、班、宛名番号、世帯番号、証番号、通知書番号、

資格開始日、資格終了日、届出日、資格異動事由、退職（該当

日、非該当日）、滞納状況

 
記録範囲 国民健康保険被保険者、世帯主および同一世帯員

 
記録情報の収集方法

本人、代理人、住民基本台帳システム、国民健康保険税システ

ム、

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 住民課、他市町村

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１３日

 
個人情報ファイルの名称 国民健康保険賦課システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税特別徴収に関する事務

 

記録項目

世帯主、住所、氏名、性別、生年月日、宛名番号、年金の種類、

特別徴収義務者、基礎年金番号、国民健康保険税額、介護保険

料額、

 
記録範囲 国民健康保険被保険者、世帯主および同一世帯員

 
記録情報の収集方法 年金、本人、代理人、国民健康保険税資格システム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 －

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１３日

 
個人情報ファイルの名称 国民健康保険賦課システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税賦課に関する事務

 

記録項目

世帯主、続柄、住所、かな氏名、氏名、性別、生年月日、旧自

治体、行政区、班、宛名番号、世帯番号、証番号、通知書番号、

資格開始日、資格終了日、届出日、更正日、異動事由、退職（該

当、非該当日）、賦課年度(年度分)、調定額、期割額、収納額、

固定資産税、所得、年金、非自発的失業者登録、旧被扶養者該

当、特定世帯、軽減情報、振替口座

 
記録範囲 国民健康保険被保険者、世帯主および同一世帯員

 
記録情報の収集方法

本人、代理人、国民健康保険税資格、固定資産税、町県民税、

収納消込、及び口座振替システム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 －

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第１係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月３１日

 
個人情報ファイルの名称 収納消込システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 収納に関する事務のため

 

記録項目

氏名、ふりがな、生年月日、性別、住所、旧自治体、地区、行

政区、班、宛名番号、世帯番号、電話番号、年度、年度分、科

目、通知書番号、最終収納日、調定額、収納額、過納額、滞納

額、算定団体、納期未到来額

 
記録範囲 納税義務者

 
記録情報の収集方法 賦課、済み通、口座振替結果

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 なし

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
６備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月３１日

 
個人情報ファイルの名称 収納消込システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の徴収に関する事務

 

記録項目

氏名、ふりがな、生年月日、性別、住所、旧自治体、地区、行

政区、班、宛名番号、世帯番号、電話番号、年度、年度分、科

目、通知書番号、最終収納日、調定額、収納額、過納額、滞納

額、算定団体、納期未到来額

 
記録範囲 軽自動車税納税義務者

 
記録情報の収集方法 出納での収納読込

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月３１日

 
個人情報ファイルの名称 収納消込システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課徴収に関する事務

 

記録項目

氏名、ふりがな、生年月日、性別、住所、旧自治体、地区、行

政区、班、宛名番号、世帯番号、電話番号、年度、年度分、科

目、通知書番号、最終収納日、調定額、収納額、過納額、滞納

額、算定団体、納期未到来額

 
記録範囲 賦課徴収者

 
記録情報の収集方法 出納での収納読込

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 －

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第２係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１３日

 
個人情報ファイルの名称 収納消込システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 収納に関する事務

 

記録項目

世帯主、住所、かな氏名、氏名、性別、生年月日、旧自治体、

行政区、班、宛名番号、世帯番号、通知書番号、賦課年度、年

度分、科目、税額、期別、収納日、収納額、滞納額、過納額、

滞納処分の履歴

 
記録範囲 国民健康保険税納税義務者

 
記録情報の収集方法 出納での収納読込

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 住民課

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】税務課・第１係 

作成日（最終修正日）：令和 8 年３月３１日

 
個人情報ファイルの名称 収納消込システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
税務課

 
個人情報ファイルの利用目的 督促事務のため

 

記録項目

氏名、ふりがな、生年月日、性別、住所、旧自治体、地区、行

政区、班、宛名番号、世帯番号、電話番号、年度、年度分、科

目、通知書番号、最終収納日、調定額、収納額、過納額、滞納

額、算定団体、納期未到来額

 
記録範囲 未納者

 
記録情報の収集方法 賦課、済み通、口座振替結果

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 なし

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考


